
適正配置の対象校の状況について 

 
 

○学校適正配置審議会の答申 （平成 22年 2月） 

・11学級以下の小学校は、適正配置（統合）の対象 

 

○現状 （令和元年度） 

  全小学校（郊外 2校を除く）   28７校 … （Ａ） 

 （Ａ）のうち 11学級以下の小学校  105校 … （Ｂ） 

 （Ｂ）のうち 6学級以下の小学校   40校 … （Ｃ） 

 

○審議会答申による適正配置の対象校 （令和元年 5月 1日現在のデータをもとに推計） 

 （Ｂ）のうち適正化対象の小学校   84校 … （Ｄ） 

 

【速やかに「統合」に向けた調整を進める必要がある小学校】 

分類 状況 学校数 

① 複式学級を有する小学校、もしくは複式学級を有してはいないもの

の、全ての学年の児童数が 20 名未満であり児童の男女比率に著し

い偏りがある学年を有する小学校 

1校 

② ①には該当しないが、児童数が 120名を下回る状況であり、今後とも 

児童数が 120名以上に増加する見込みが立っていない小学校 

8校 

 

③ 現在児童数が120名以上の状況ではあるが、今後児童数が120名を 

下回ることが見込まれる小学校 

3校 

（※小中一貫校

1校を除く） 

④ ①～③には該当しないが、今後とも全学年単学級の状況にあると 

見込まれる小学校 

21校 

 

⑤ 現在 7学級以上 11学級以下の状況ではあるが、今後全学年単学級

の状況になることが見込まれる小学校 

13校 

（※小中一貫校

1校を除く） 

 

【今後の児童数の推移を注視し、順次取り組みに着手する小学校】 

分類 状況 学校数 

⑥ 今後、7学級以上 11学級以下の状況にあると見込まれる小学校 38校 

（※小中一貫校

1校を除く） 

※小中一貫校の 4校（啓発小・矢田小・新今宮小・南港みなみ小）は適正化の対象外とする。 

 

【令和 2年 4月 1日に適正配置が完了する小学校】 

（Ｄ）のうち令和 2年 4月 1日適正配置完了校・・・  1校 
 

2小学校を佃西小学校へ統合 

 

①佃南小学校（西淀川区） 

 佃西小学校（西淀川区） 


